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 事業概要 

1.1 目的 

竹富町・与那国町情報システム共同化推進協議会（以下、本協議会という）は、「竹

富町・与那国町内部情報系システム共同化委託業務（以下、本事業という）」を実施

し、以下に掲げる目的の達成を目指している。 

① クラウド技術・環境導入に伴う、情報システム担当者の負担軽減とシステム運用管理費用の

削減 

② クラウド技術・環境の導入による災害対策の充実と業務継続性の確保 

③ 最新の会計基準への柔軟な対応による財務会計関連事務における庁内各部署の職員

負担軽減 

 

上記目的を達成すべく、対象となる財務会計システムの更新及び運用業務にあたる事

業者を選定することを目的とする。 

 

1.2 参加資格 
本選定の参加においては、以下の全てを満たしているものを条件とする。 

(1)  業務委託を円滑に遂行するために必要な経営基盤（組織、人員、体制、資金及び資

金等の管理能力、技術能力を含む）を有していること 

(2)  国内の市町村で、契約主体として本調達と同様の対象業務（財務会計システム関

連）に対して構築または運用実績を有していること 

(3)  ＩＳＯ２７００１認証を取得していること。 

(4)  本事業の竹富町・与那国町から契約に係る入札参加停止等の措置を受けていないこと 

(5)  地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第 167 条の 4 の規定に該当しないも

のであること 

(6)  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）竹富町暴力

団排除条例（平成23年9月28日条例15号）与那国町暴力団排除条例（平成23年９月13日条

例第14号）に該当しないこと。 

(7)  租税の滞納がないこと 
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1.3 対象業務 
本事業の対象業務は以下の通りである。 

 

表 1 対象業務一覧 

No 業務名 

1 財務会計共通 

2 予算編成 

3 予算執行 

4 歳計外執行 

5 決算管理 

6 統計 

7 起債管理 

8 旅費管理 

9 固定資産・備品管理 

10 公会計 

11 人事給与共通 

12 人事給与（人事情報） 

13 人事給与（給与情報） 

14 人事給与（庶務事務） 

15 人事給与（源泉徴収管理） 

 

 

1.4 事業内容 
本事業は、竹富町・与那国町が共同して同一のシステムを調達し、運用を行ってい

くものである。 

なお本事業では、業務システム、サーバー機器、データセンター、データセンターと

のネットワークの調達及び利用も本事業の対象に含めるものとする。 

 

1.5 契約の概要・履行期間 
本業務委託の履行期間は、竹富町・与那国町ごとの契約締結の日から令和 ７ 年度

末 までとする。なお、運用開始期間は令和３年３月３１日（予定）である。これ以

降、令和８年３月末まで稼働させる。詳細については、参加申し込み後配布する共通

仕様書を参照すること。 

 



3 

 

 
 

図 1 内部情報系システム共同化委託スケジュール 
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表 2 契約の概要 

件名 竹富町・与那国町内部情報系システム共同化委託業務 

契約期間 契約締結日から令和７年度末 

履行場所 竹富町・与那国町 

契約主体 竹富町・与那国町 

契約内容 共通仕様書、個別業務仕様書の記載内容に則る 

 

1.6 受付窓口 
本公募の連絡先は以下の通りである。 

竹富町・与那国町情報システム共同化推進協議会 

竹富町役場政策推進課 （担当：古見） 

〒907-8503 沖縄県石垣市美崎町１１−１ 

TEL：0980-83-0507 

MAIL：y-furumi@town.taketomi.okinawa.jp
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 公募の実施スケジュール 
 

2.1 スケジュール 

本選定の審査は一次審査と二次審査の2段階において実施する。二次審査以降の詳細

スケジュールについては、二次審査の実施要領において通知する。 

 

表 3 スケジュール 

No. イベント 期間 

1 公募開始 令和 2 年 10 月 5 日（月） 

2 参加申し込み 令和 2 年 10 月 6 日（火） 

～ 令和 2 年 10 月 13 日（火） 

3 質問書の提出 令和 2 年 10 月 6 日（火） 

～ 令和 2 年 10 月 13 日（火） 

4 質問書の回答 令和 2 年 10 月 16 日（金） 

5 審査提出書類の提出 令和 2 年 10 月 22 日（木）17 時 

6 一次審査結果通知 令和 2 年 10 月 23 日（金） 

7 提案デモンストレーション 

プレゼンテーション期間 

竹富町：令和 2 年 10 月 27 日（火）～ 30日（予定） 

デモンストレーション及びプレゼンテーションは現地

（竹富町）で実施する。 

与那国町：令和 2 年11 月 2 日 実施 

デモンストレーションは現地（与那国町）で実施、プレ

ゼンテーションは現地あるいはテレカンファレンスで実

施する。 

8 二次審査結果通知 

（優先交渉権者決定） 

令和 2 年 11 月 5 日（木）予定 

9 契約交渉期間 令和 2 年 11 月 6 日（金）～予定 
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2.2 予定事業費 

本年度の予定事業費は19,438,000円（1.4.事業内容に関する一切の費用を対象、消

費税及び地方消費税を含む。）を上限とする 

ただし、この金額は契約時の予定価格を示すものではなく、企画内容の規模を示すた

めのものであることに留意すること。 

また、提案価格書を提出する際は、上記提案上限額を超えてはならない。 

なお、本提案事業は各年度予算もしくは債務負担行為等が各団体の議会において議決

されたことにより事業執行となるものである。 

なお、参考価格については、次年度（令和３年度）以降の予算申請の予定事業費とし

て、令和３年度から令和７年度の年度ごとの費用を竹富町与那国町合算して提示する

こと。費用に関しては竹富町・与那国町において合意した負担割合を基本に按分する

こととする。 

 

2.3 参加申し込み 

本公募に参加意思がある場合は、「応募申請書」（様式１）に必要事項を記載・押

印の上、以下②提出期限までに、本協議会事務局へ持参または郵送すること。期限後

の参加申込書の提出は受け付けない。なお、提出書類により参加要件を満たしている

かを判断した上で、提案に必要な、審査提出関連書類の資料配布を行う。 

提案事業者が提案の一部について、他の企業への下請け委託を前提とする場合は、

連携協力事業者調書（様式４）を添付すること。なお、業務協力予定者についても、

提案事業者と同様に参加要件を満たしていることを条件とする。 

 

①  提出書類 応募申請書（様式１）（代表印を押印すること。） 

※「応募申請書」において、企画提案書一式を提案する選択を行った事

業者は同時に以下の書類も提出すること。 

◎ 会社概要（様式２） 

◎ 定款、規約その他これらに類する書類（任意様式） 

◎ 登記簿謄本の写し 

◎ 財務諸表（任意様式、参加条件を満たしていることを示すもの） 

◎ 業務実績書（様式３※国内自治体の実績等参加条件を満たしてい

るもの） 

◎ 連携協力事業者調書（様式４※必要に応じて。連携協力予定者も

国内実績や財務諸表の提示をすること。） 

◎ 秘密保持誓約書（様式９） 

◎ 暴力団等反社会的勢力ではないこと等に関する表明・確約書(様式

１１)※竹富町のみ 

②  提出期限 令和 2 年 10 月 13 日（火） 

  持参の場合、17 時まで。 

  郵送の場合、令和 2 年 10 月 13 日（火）まで必着とする。 

封筒に「竹富町・与那国町内部情報系システム共同化委託業務に係る提

出書類在中」と記入し、一般書留郵便または簡易書留郵便で提出するこ

と。※遅れた場合参加を認めない 

③  提出部数 各1部 

④  提出先 竹富町役場政策推進課 （担当：古見） 

〒907-8503 沖縄県石垣市美崎町１１−１ 

TEL：0980-82-6191 

MAIL：y-furumi@town.taketomi.okinawa.jp 

⑤  提出方法 上記提出先へ持参または郵送により提出 
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2.4 質問書の提出 

本公募における質問については、以下の対応とすること。 

①提出書類 質問書（様式５） 

②提出期限 令和 2 年 10 月 13 日（火）17 時まで。 

③提出先 竹富町役場政策推進課（担当：古見） 

〒907-8503 沖縄県石垣市美崎町１１−１ 

TEL：0980-82-6191 

MAIL：y-furumi@town.taketomi.okinawa.jp 

④提出方法 上記提出先へ電子メールで提出し、電話等で担当者に到着確認を行

うこと。 

なお、質問に対しての回答は令和 2 年 10 月 16 日（金）までに全提案事業者に電

子メールにて回答する。 

 

2.5 審査提出書類の提出 

本公募の審査提出書類については、以下の対応とすること。 

①  提出書類 企画提案書  ※企業名を明記したもの（正本）に表紙を付けるこ

と。 

個別業務機能証明書（様式６） 

提案価格内訳書（様式７） 

※詳細な内訳（任意様式）について別途添付すること 

業務実施体制図（様式８） 

②  提出期限 令和 2 年 10 月 22 日（木） 

※持参の場合、17時まで、郵送の場合、令和 2 年 10月 22日必着

のこと 

③  提出部数 以下、竹富町・与那国町毎に用意すること。 

出力物 7 部（正 1 部、副 6 部） 

電子媒体（CD-R）2 枚（正 1 枚、副 1 枚） 

（副本には、企業名（略称を含む。）、住所、社章等の企業名が分

かる記載をせず、参加申し込み時に本協議会より通知するアルファ

ベットの略称を用いること。） 

④  提出先 竹富町役場政策推進課（担当：古見） 

〒907-8503 沖縄県石垣市美崎町１１−１ 

TEL：0980-82-6191 

MAIL：y-furumi@town.taketomi.okinawa.jp 

⑤ 提出方法 上記提出先へ持参または郵送 

なお、提案書作成時における留意事項として、別途資料「竹富町与那国町内部情報共

用クラウド構築業務提案書作成要領」の作成上の留意事項を考慮すること。 
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 選考 
選考にあたっては、本協議会で個別に「調達委員会」を設置する。委員会メンバーに

より技術点、価格点の評価を行う。 

 

3.1 一次審査選考方式 
技術点の企画提案書評価、機能証明書による機能評価、価格点の価格評価を行い、

上位３社程度を選定する。 

 

3.2 二次審査選考方式 
上位３社程度によるプレゼンテーション評価を行う。 

参加申し込み期限後、プレゼンテーションの実施日時、実施場所、実施内容及び実施

環境について明記した、実施要領を参加申し込み事業者に送付する。 

 

3.3 評価項目及び配点表 
一次審査および二次審査の評価項目および得点配分は以下の通りである。 

表 5 各評価項目と配点 

項目 評価項目 評価タイミング 得点配分 

技術点 

企画提案書評価 一次審査 500 点 

デモンストレーション評価 二次審査 
300 点 

プレゼンテーション評価 二次審査 

価格点 価格評価 一次審査 200 点 

合計 1000 点 

 

 

価格点評価については、設計、構築、新庁舎移転に関する費用、令和３年度の保守運

用費用から成る「提案価格点」と令和４年度より４年間の年単位の保守運用費用から

なる「参考価格点」の総和で評価する。以下の計算式で算出する。 

 

   価格点（200点満点）＝提案価格点（100点満点）＋ 参考価格点（100点満点） 

 

提案価格、参考価格が提案下限価格、参考下限価格を下回る場合にも満点を付与する

ものとする。ただし、下限金額より著しく低い価格で提案を行った場合は、本協議会

で審議し、採点の対象としない場合もある。 

 

提案上限価格、下限価格については以下の通りである。 

表4 上限下限価格 

提案上限・下限価格 設定額 

提案上限価格 19,438,000円 

提案下限価格 非公開 

参考上限価格 非公開 

参考下限価格 非公開 

※消費税相当額を含む。優先交渉権者の業者名と点数については公表しない。 
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3.4 優先交渉権者 

一次審査及び二次審査終了後、公平かつ客観的に評価を行い、最も優れた企画提案を

行った事業者を優先交渉権者として選定する。また、次点交渉権者も併せて選定す

る。 

選定された優先交渉権者は、本協議会と仕様並びに契約内容等を協議の上、本協議会

の決定を受けることにより受託事業者となる。ただし、優先交渉権者と協議が調わな

い場合、本協議会は次点交渉権者と協議を行うことがある。優先交渉権者との協議は 

1カ月程度を想定している。 

受託事業者は、各団体と契約を締結し、受託業務を実施する。 

 

 適用 

本事業の業務範囲は仕様書に明示する内容とする。本仕様書に規定する事項は別の定

めがある場合を除き、受託事業者の責任において履行すべきものとする。 

全ての事業関連図書は、相互に補完するものとする。ただし、事業関係図書間に相違

がある場合の優先順位は次に示す順番とし、これにより難い場合には疑義に対する協

議等による。 

(1)  質問回答書および追加事項 

(2)  仕様書 

 

 その他 

①  本公募の関係者に対して、提案期間における本事業提案についての接触を禁止す

る。本公募の関係者とは、本協議会事務局員、各団体情報システム担当、業務主

管課担当等への接触の事実が認められた場合には、失格となることがある。 

②  本事業、本依頼、および添付資料の外部への他言、使用は一切行わないこと。 

③  各社回答後、内容について問い合わせをすることがある。 

④  参加事業者は複数の提案を行うことはできない。また、同一の事業者が複数の提

案の協力事業者として参加することは認めない。 

⑤  本公募に参加する費用は、全て参加事業者の負担とする。 

⑥  提出後の提案書等の修正または変更は認めない。ただし、やむを得ない理由によ

り修正または変更が生じた場合で、本協議会が承諾したものについてはこの限り

ではない。 

⑦  提出書類に虚偽の記載をした場合は、竹富町・与那国町において指名停止措置を

行う。 

⑧  提出書類の著作権は、参加事業者に帰属する。ただし、本協議会が本公募に関す

る報告、公表等のために必要な場合は、参加事業者の承諾を得ずに提出書類の内

容を無償で使用できるものとする。 

⑨  提出された書類は一切返却しない。 

 

 

 

以上 


